
消防の沿革 

明治

旧藩時代の福博市街の火消し業務は町奉行以下役人の管掌するところで、民間の防火組織

は年行司がおり、夜廻り頭取２人とその部下の夜廻り番人２１人を支配していた。そのほ

か町ごとに火消し頭取がいて直接消火の任にあたっていた。しかし、明治時代になって、

維新における旧諸制度の改革は、当然防火制度においても新たな編組を余儀なくされた。

明治６年 (1873年)

福岡部に第１番組（３３人）、博多部に第２番組（１２２人）の２公設消防組を創設する

とともに、つづいて東、西、南、北の４私設消防組を組織した。この官民両消防組は明治

２０年官設消防が廃止されるまで併立した。

明治２２年 (1889年) 福岡市市制施行

明治２７年 (1894年)

消防組規制（勅令第１５号）が制定されて東、北２組を博多消防組に、西、南、の２組を

福岡消防組（両組とも１３２人、喞筒２台）に改組し、隣接の豊平村（大正４年合併）、

堅粕村（昭和３年合併）、席田村（昭和８年合併）の３消防組とともに公設消防組織と

なったが、明治３３年になって、福岡、博多両消防組を、東、西、南、北の４消防組に分

離改編した。

その他の地区においては、明治１１年豊平村、灘川村、箱松村（箱崎町昭和１５年合

併）、明治２８年住吉村（大正１１年合併）、明治３８年千代村（昭和３年合併）に、そ

れぞれ消防組が誕生した。

大正

大正時代は、福岡市消防の機械化へのれい明時代である。すなわち、毎年相次いで大火が

あり、その防ぎょにあたった旧藩時代からの腕用ポンプはあまりに無力であったことか

ら、消防の近代化を迫る世論は急激に高まった。そこで大正４年２月に蒸気喞筒１台（福

岡市第１号）同年５月に同じく１台（第２号）を購入した。

大正６年 (1917年)
消防事務の改善進歩を図り、消防組員および遺族の互助救済を目的とした消防議会を創設

した。これは、大正１０年財団法人組織となった。

大正１１年 (1922年)
町村合併により、従来の東、西、南、北４消防組に新たに旭（旧豊平村）、西新、住吉の

３消防組が加わって７消防組となった。

大正１２年 (1923年)

初めてアメリカ製自動車ポンプ１台を購入配置し、夜間警備のため各消防組から１０人(う

ち隊長１人）を選び、１隊を編成して５人交代の編成し、５人交代の隔日勤務とした。ま

た三宅村（昭和８年合併）、曰佐村（昭和２９年合併）で消防組を組織した。

大正１３年 (1924年) アメリカ製自動車ポンプ２台を購入し、市役所構内に福岡市常備消防組を設置した。

大正１４年 (1925年) 前年に続いてイギリス製自動車ポンプ１台を購入した。

大正１５年 (1926年)

７消防組は各組とも組頭１人、小頭５人、消防手６９人で編成され、それぞれ腕用ポンプ

２台（西新のみガソリンポンプ、腕用ポンプ）を備えていた。常備消防は、自動車ポンプ

２台と蒸気ポンプ２台を持ち、監督１人、運転手２人および消防手５人で昼夜半数の交代

勤務をし、火災の場合には各消防組からそれぞれ３人が加わった。

昭和３年 (1928年) 那珂村（昭和３０年合併）消防組を組織した。

昭和８年 (1933年)

２月 従来の消防組の組織を部制に改めて初代組頭に市長（久世庸夫）をあて、各部とも部長１

人、小頭４人、消防手４５人の計５０人とするとともに、全般の統制を図るため常備消防

組を改めて本部とした。

４月 三宅村、席田村の市編入にともない、福岡市消防組が増隊された。

昭和９年 (1934年)

４月 八幡（高宮）、六本松の２私設消防組を編入して１４部総計７９６人に増隊した。福岡警

察署改築と同時に、これに接して常備消防詰め所、車庫、議会事務室および鉄筋コンク

リートの望楼（高さ３７．５ｍ）の建設に着工、翌年１０月に完成した。この間、各部と

も消防機械の充実強化につとめ、千代、馬出、堅粕の３部にそれぞれ消防車を配置した。

さらに、先進都市にならい、火災報知機を管内全域に２０３基設置した。

昭和１０年 (1935年) ドイツ製はしご自動車（はしご延長２０ｍ）を購入した。



昭和１２年 (1937年)

６月 渡辺恭一郎氏からアメリカ製救急自動車が寄贈された。

昭和１４年 (1939年)

日華事変を契機として、明治２７年以来の消防組規制が廃止されて警防団令（勅令第２０

号）が公布されたので、消防組は、警防団として水火災消防のほか防空およびその他の警

防に従事する強力な団体に変わった。

昭和１７年 (1942年)

消防行政は、警察行政の一分野として内務省警保局の所管に属していたので、常備消防お

よび警防団は警察署長が管理していたが、戦争の進展にともない消防強化の必要に迫られ

て、特設消防署規程（勅令第８５２号）が制定された。

昭和１８年 (1943年)

１月には、特設消防署規程の改正に基づき、官設消防署を設置する旨の県告示（第６５

号）が公布されたので、従来の常備消防は解散するとともに即日因幡町１番地（福岡警察

署内常備消防部庁舎）に、常備消防部員から官設消防編入希望者を含む職員１１８人と消

防車１５台の陣容をもって福岡消防署が発足し、福岡警察署および箱崎警察署の所轄区域

を管轄した。同時に、西新町２丁目２４４番地の１４に西福岡消防署が発足して、職員２

５人および消防車２台で西福岡警察署の所轄区域を管轄した。

昭和１９年 (1944年)

２月 福岡消防署管内の大学通り３丁目に千代町出張所を、大浜町に大浜出張所を開設した。

９月 定員２１５人に増員した。

１２月 因幡町５番地に福岡市消防署の新庁舎が落成した。

昭和２０年 (1945年)

３月 西福岡消防署管内の姪の浜町４４４番地の１に姪浜派出所を開設した。

４月
西福岡消防署管内の草ヶ江町２０番地に草ヶ江派出所を、新大工町７８番地に黒門派出所

を開設した。

９月 敗戦による防空消防の任務解消にともない、福岡消防署の定員は１４７人に削減された。

昭和２１年 (1946年)

１月 西福岡消防署を福岡消防署に編入し、西福岡消防署跡を西新町出張所とした。定員は２２

１人となった。

７月 箱崎宮前６０番地に箱崎派出所を、御笠町２０番地に堅粕出張所を開設した。

昭和２２年 (1947年)

５月 消防団令（勅令１８５号）が公布され、警防団は廃止された。

自治体消防常設の発展

昭和２２年 (1947年)

１２月 消防組織法が公布されて、警察の管理から完全に独立した市町村の自治体消防制度が確立

された。

昭和２３年 (1948年)

３月 消防組織法の施行により、従来の官設消防の人員と施設を引き継いで、福岡市消防本部お

よび福岡消防署が発足した。その陣容は、本署のほかに出張所２（千代町、西新町）、派

出所５（箱崎、堅粕、黒門、草ヶ江、姪浜）、定員２１０人（消防吏員２０４人、その他

の職員６人）、消防機械はポンプ車１５台、水そう車２台、はしご車１台、その他３台

（司令、水管車、側車）であった。

昭和２４年 (1949年)

４月 本部組織を改正して、総務、予防、機械、消防の４課を設け消防吏員４人を増員した。

（定員：消防吏員２０８人、その他の職員６人）

１０月 消防吏員３２人と占領関係事務処理のため通訳３人を増員（定員：消防吏員２４０人、そ

の他の職員９人）



昭和２５年 (1950年)

１月 組織を改正して福岡市消防局と改称し、福岡消防署を中央消防署、千代町出張所を東消防

署、西新町出張所を西消防署の３署とし、箱崎、堅粕、姪浜の３派出所を出張所にそれぞ

れ昇格して、本部（４課）と３署３出張所、２派出所とした。

７月 福岡市消防救護隊の発足により救急業務を開始した。

昭和２６年 (1951年)

２月 通訳３人を消防事務吏員とした。

８月 消防吏員２５人と書記１人を増員した。（定員：消防吏員２６５人、その他の職員１０

人）

１０月 消防艇（飛龍）を購入し、海岸通り３丁目に水上消防所を開設して８人を配置（本部消防

課所属）

昭和２７年 (1952年)

３月 中央署管内の大乗寺前町３８番地に冷泉臨時派出所を開設

昭和２８年 (1953年)

２月 消防事務吏員（通訳）３人を消防吏員とした。（定員：消防吏員２６８人、その他の職員

７人）

昭和２９年 (1954年)

１０月 中央署管内の三宅字藤田４２１番地に三宅派出所を開設

昭和３０年 (1955年)

４月 消防吏員３０人とその他の職員２人を増員した。（定員：消防吏員２９８人、その他の職

員９人）

６月 中央署管内の高畑本町１９番地に南臨時派出所を設け、水そう車１台と１分隊４人を日没

から日の出までの間派遣して警備にあたった。

昭和３１年 (1956年)

３月 市中心街に４３基（試験１基を含む）の火災報知機を設置

４月 消防吏員２０人を増員した。（定員：消防吏員３１８人、その他の職員９人）

６月 東署を大字堅粕１２６７番地の２に新築移転

中央署管内の雑餉隈銀天町４４４番地の２に雑餉隈派出所および東署管内の大字千早２番

地の１４７に名島派出所を開設するとともに、冷泉臨時派出所を冷泉派出所とした。

７月 国家消防本部が示す「常設消防力設備基準」に基づき、画期的な「常設消防力強化５ヶ年

計画」を樹立

１０月 初めて超短波陸上無線電話の基地局を設け、消防車１台に移動局を装備

昭和３２年 (1957年)

３月 三宅派出所を出張所に昇格

４月 「常設消防力強化５ヶ年計画」に基づき消防吏員３５人とその他の職員１人を増員（定

員：消防吏員３５３人、その他の職員１０人）

５月 中央署の管内区域を分割して、南部地域を所轄する南消防署を清水西町４２の１に新築開

設し、中央署南臨時派出所を廃止　水上消防署を中央署所属の水上派出所とした。

昭和３３年 (1958年)

４月 「常設消防力強化５ヶ年計画」により消防吏員３４人を増員（定員：消防吏員３８７人、

その他の職員１０人）

６月 西消防署を昭代町に新築移転　黒門派出所および冷泉派出所をそれぞれ出張所に昇格

昭和３４年 (1959年)

３月 西消防署草ヶ江派出所を閉所し、田島出張所を大字田島２１４番地の５に新築開設

４月 「常設消防力強化５ヶ年計画」により消防吏員２４人を増員（定員：消防吏員４１１人、

その他の職員１０人）



昭和３５年 (1960年)

３月 南署管内の大字那珂字奥１０２７番地の８に那珂出張所を新築開設

中央署水上派出所を大浜町１丁目１１９番地の２に移転し、消防車１台を配置して陸上の

業務も開始

４月 消防吏員２３人を増員し、あらたに消防監の階級を設けた。

（定員：消防吏員４３４人、その他の職員１０人）

昭和３６年 (1961年)

４月 「常設消防力強化５ヶ年計画」の最後の年にあたり、消防吏員２８人を増員（定員：消防

吏員４６２人、その他の職員１０人）

５月 中央署管内の長浜２丁目２１番地に長浜出張所を新築開設。博多駅区画整理事業にともな

い、博多駅南方面の堅粕出張所を派出所と改めた。

９月 西署管内の室見１丁目８の２に室見出張所を新築開設。救急車を購入して西署に配置し、

救急隊を２隊に増隊

昭和３７年 (1962年)

３月 西署姪浜出張所を改築

４月 消防吏員２６人を増員（定員：消防吏員４８８人、その他の職員１０人）

７月 中央署管内の瑞穂町３２に博多駅南出張所を新築開設。はしご車（３０ｍ級）を代替購入

し中央署に配置

昭和３８年 (1963年)

３月 屈折車（第１号）を購入し、中央署に配置

４月 消防吏員２４人を増員（定員：消防吏員５１２人、その他の職員１０人）

西署管内の今宿町１２３０の１に今宿派出所を新築開設

１０月 本部組織を変更して、あらたに監察員制を設けるとともに、消防課を警防課に、機械課を

管理課に改称し、あわせて各係の名称と分掌事務を改めた。

昭和３９年 (1964年)

４月 消防吏員２０人を増員（定員：消防吏員５３２人、その他の職員１０人）

５月 化学車を購入、中央署に配置

昭和４０年 (1965年)

４月 消防吏員４人およびその他の職員５人を増員、消防長の階級を消防正監とした。

（定員：消防吏員５３６人、その他の職員１５人）

５月 救急車を東署に配置し、救急隊を３隊に増隊

昭和４１年 (1966年)

４月 本部および中央署の合同庁舎を大字住吉字椪松２０１番地の２に新築開設し、旧中央署庁

舎に天神出張所を新設

消防吏員１４人およびその他の職員２人を増員（定員：消防吏員５５０人、その他の職員

１７人）

６月 救急車を南署に配置し、救急隊を４隊に増隊

隊員以下２９名で音楽隊発足　隊員を各署乙部に配置、消防本部講堂で練習開始

昭和４２年 (1967年)

４月 消防吏員１８人を増員（定員：消防吏員５６８人、その他の職員１７人）

１１月 工作救助隊の発足にあたり、消防吏員の中から１４人の隊員を選抜して、レンジャーの基

礎訓練を開始した。



 

昭和４３年 (1968年)

３月 工作救助車を購入、中央署に配置

４月 消防吏員１２人を増員（定員：消防吏員５８０人、その他の職員１７人）

福岡市消防工作救助隊が正式に発足し、火災その他の災害現場における高度の人命救助活

動および破壊工作作業を行うため、中央署に配置

１２月 はしご車（３０ｍ級）を中央署に配置

昭和４４年 (1969年)

２月 救急車を中央署（天神出張所）に配置し、救急隊を５隊に増隊

３月 南署管内の西春町１丁目５に雑餉出張所を新築移転

消防艇（３４ｔ）を代替購入し、中央署に配置

４月 消防吏員１８人を増員（定員：消防吏員５９８人、その他の職員１７人）

消防組織規程の一部改正により、派出所の名称を廃止し出張所に統一。南署管内の平和５

丁目に平和出張所を新築開設

昭和４５年 (1970年)

３月 東署管内の箱崎出張所（箱崎一丁目）を改築

４月 消防吏員１２人を増員（定員：消防吏員６１０人、その他の職員１７人）

１２月 屈折車を東署に配置

昭和４６年 (1971年)

４月 消防吏員１８人を増員（定員：消防吏員６２８人、その他の職員１７人）

９月 消防吏員１４人を増員（定員：消防吏員６４２人、その他の職員１７人）

化学車を購入し中央署に配置

１０月 東署を大字金平字龍燈崎４９５の５に新築移転

昭和４７年 (1972年)

４月 消防吏員２８人を増員（定員：消防吏員６７０人、その他の職員１７人）

本部組織を改正して、次長制を廃止し、総務部、警防部の２部とした。

福岡市消防吏員階級規則を制定し、福岡市消防吏員階級別定員規則を廃止した。また、本

市の政令指定都市発足に伴い、消防長の階級を消防司監に改正

中央署管内の博多区石城町７の１０に水上出張所を新築移転

東署管内の博多区大字青木４５４の１に空港出張所を新築開設

１０月 屈折車を購入し、南署に配置

１１月 東署管内の東区大字下和白字郡開１４６２の７に和白出張所を新築開設

昭和４８年 (1973年)

１月 大型水そう車（水量８ｔ）を購入し、東署に配置

４月 消防吏員４３人を増員（定員：消防吏員７１３人、その他の職員１７人）

組織を改正し、総務部に消防学校、警防部に通信課を配置し、また中央署天神出張所を天

神分署に昇格した。救急隊を４隊（和白、駅南、田島、姪浜の各出張所に配置）増隊し、

９隊とした。

１２月 はしご車（４０ｍ級）を購入し、中央署に配置

昭和４９年 (1974年)

４月 消防吏員５０人を増員（定員：消防吏員７６３人、その他の職員１７人）

組織を改正して、消防署に課制を実施し、予防課、警備課の２課を設置した。

東署管内の東区大字西戸崎１７２の７４に西戸崎出張所を新築開設



 

昭和４９年 (1974年)

６月 南署管内の南区大字若久３０９の４に花畑出張所を新築開設

１０月 救助分隊を２隊（東、南署）増隊し各消防署にそれぞれ１隊を配置した。

泡放射砲積載車（県より貸与）を東署に配置

昭和５０年 (1975年)

４月 消防吏員１３人を増員（定員：消防吏員７７６人、その他の職員１７人）

福岡市消防航空隊（ヘリコプター“あかとんぼ”アルウェットⅢ型）が発足し、警防課に

所属。

救急隊を１隊（那珂出張所に配置）増隊し、１０隊とした。

昭和５１年 (1976年)

４月 消防吏員１２人を増員。その他の職員１名減、消防吏員１名増

（定員：消防吏員７８９人、その他の職員１６人）

本部組織を改正し、救急救助課を新設した。　　（救急係、消防航空隊）

７月 西署管内の西区南庄１丁目６１の１に室見出張所を新築移転

１２月 大型高所放水車（スクアート車）を購入し、東署に配置

昭和５２年 (1977年)

３月 大型化学車、原液車を購入し、中央署に配置

４月 消防吏員１１人を増員（定員：消防吏員８００人、その他の職員１６人）

本部組織を改正し、指導課を設置した。（査察指導係、建築物係）

５月 消防学校を中央区赤坂２丁目５の１３０（旧赤坂小学校）に仮移転した。

８月 救急隊を１隊（今宿出張所に配置）増隊し、１１隊とした。

昭和５３年 (1978年)

２月 はしご車（３８ｍ級）を購入し、東署に配置

指揮車を購入し、西署に配置

中央署管内の冷泉出張所を現在地改築

４月 黒門出張所、長浜出張所を統廃合し、中央署管内の中央区荒戸１丁目７の１３に荒戸出張

所を新築開設

西署管内の西区大字野芥５４１の１６に田隈出張所を新築開設

消防吏員１１人を増員。（定員：消防吏員８１１人、その他の職員１６人）

９月 救急隊を１隊（田隈出張所に配置）増隊し、１２隊とした。

１０月 消防学校を西区西入部１７１の８に新築移転

１２月 東署管内の博多区堅粕２丁目１０の１に堅粕出張所として新築移転

昭和５４年 (1979年)

４月 消防吏員８人を増員（定員：消防吏員８１９人、その他の職員１６人）

本部組織を改正して、通信課を指令課として指令第３係を設置

５月 南署を南区大字塩原５５６に新築移転

１０月 救急隊を１隊（名島出張所に配置）増隊し、１３隊とした。

昭和５５年 (1980年)

２月 指揮車を購入し、東署に配置

３月 消防学校に訓練主塔の新築。視聴覚設備等を整備した。

指令課に緊急情報現示システムを導入

　

３月



 

昭和５５年 (1980年)

４月 消防吏員１９人を増員（定員：消防吏員８３８人、その他の職員１６人）

消防区制を導入

５月 南署管内の南区大字桧原５５６の１２に桧原出張所を新築開設

６月 中央署水上出張所に高速消防艇（第２飛龍）を配置

１０月 救急隊を１隊（花畑出張所に配置）増隊し、１４隊とした。

１１月 防災資材集中管理システムを導入

市少年消防クラブ消防少年団、４団１０地区隊を発足

昭和５６年 (1981年)

４月 消防吏員３９人を増員（定員：消防吏員８７７人、その他の職員１６人）

５月 市少年消防クラブ消防少年団の５地区隊を増隊し、４団１５地区隊とした。

東署管内の東区大字多田羅５３７の７に多々良出張所を新築開設

１０月 新中央署を中央区浄水通２１に開設し、１行政区、１消防署体制を確立

（旧中央署は博多署に名称変更）

中央署管内の中央区大名２丁目６の５３に大名出張所を新築開設

救急隊を１隊（新中央署に配置）増隊し、１５隊とした。

警防部の調査係を予防課から警防課に組織変更した。

昭和５７年 (1982年)

４月 消防署組織を改正し、予防課に指導係を設置

９月 高所救出器具を開発、配置した。

昭和５８年 (1983年)

２月 山林火災用、自然災害用の防火資材を設備した。

４月 通信指令装置を更新した。

各署管内に自衛消防隊連絡協議会が発足した。

昭和５９年 (1984年)

３月 博多署に訓練塔を新設

東署管内の名島出張所を東区香椎浜４丁目１１の１に移転新築し、名称を香椎出張所と改

めた。（香椎救急隊に変更）

消防学校に雨天訓練場を新設

４月 消防吏員１７人を増員（定員：消防吏員８９４人、その他の職員１６人）

本部組織を改正し、救急救助課に救助係を設置、また防災係と警備係を統廃合し警防係と

した。

福岡市自衛消防連合会を設立

７月 指導連絡車を購入し、１０出張所に配置

１０月 城南署を城南区神松寺２丁目１９番２２号に開設。

昭和６０年 (1985年)

４月 消防吏員１４人を増員（定員：消防吏員９０８人、その他の職員１６人）

１０月 消防団の第１次区域調整を行い西消防団１８分団を早良、城南区を管轄する早良消防団９

分団と西区を管轄する西消防団９分団に分割、調整した。

１２月 はしご車（４０ｍ級）を購入し、南署に配置



 

昭和６１年 (1986年)

４月 消防吏員１４人を増員（定員：消防吏員９２２人、その他の職員１６人）

西署を西区大字今宿青木大字小畠９４の１に開設し、１行政区、１消防署体制を確立

（旧西署は早良署に名称変更）

国際消防救助隊（IRT）の発足にあたり、救助隊員から２０名をIRTに登録

１０月 消防団の第２次区域調整を行い、博多消防団及び南高宮、五十川、三宅東、城南の４分団

を新設し、７消防団６６分団とした。

昭和６２年 (1987年)  

３月 新型はしご車（３０ｍ級）を西署に配置

消防無線２波及び救急無線１対向波を増波した。

４月 消防吏員１８人を増員（定員：消防吏員９４０人、その他の職員１６人）

中央署管内の田島出張所を廃止し、城南署飯倉１丁目７番２０号に飯倉出張所を新築開設

航空隊庁舎を旧庁舎から１ｋｍ南側に新設移転

昭和６３年 (1988年)

３月 はしご車（３０ｍ級）を早良署に配置

４月 消防吏員７人を増員。（定員：消防吏員９４７人、その他の職員１６人）

救急隊を１隊（飯倉出張所に配置）増隊し、１６隊とした。

消防団の区域調整を行い、水上消防団福岡水上分団を解団し、７消防団６５分団とした。

中央署管内の平和出張所を中央区笹丘１丁目１０番１８号に新築移転、名称を笹丘出張所

と改める。

７月 早良署を早良区百道浜１丁目９０１の９に新築移転

８月 博多署管内の那珂出張所を博多区板付２丁目５番６号に新築移転、名称を板付出張所と改

める。

１０月 西署に救助隊１隊を増隊、６隊とした。

平成元年 (1989年)

３月 消防艇（５４ｔ）を代替購入する。

４月 消防吏員８人を増員（定員：消防吏員９５５人、その他の職員１６人）

本部組織を改正し、本部庁舎建設及び指令管制システムを導入、担当副主幹を新設した。

救急隊を１隊（西戸崎出張所に配置）増隊し、１７隊とした。

西消防署姪浜出張所を現在地改築

平成元年 (1989年)

９月 全国にさきがけ、全救急隊員に新救急服を着用させた。

１０月 城南署に救助隊１隊を増隊、これにより１消防署１救助体制が確立した。

平成２年 (1990年)

４月 消防吏員２２人を増員（定員：消防吏員９７７人、その他の職員１６人）

西署管内の西区野方１丁目１４番４号に壱岐出張所を新築開設

博多署管内の博多駅南出張所を博多区上牟田３丁目１１番１０号に新築移転。名称を上牟

田出張所と改める。

消防ヘリコプター（“ゆりかもめ”ドーファンⅡ型）を購入、現有機（“あかとんぼ”ア

ルウェットⅢ型）とともに２機保有常時１機稼働体制をとる。これに伴い、本部組織を改

正し、救急救助課に所属していた消防航空隊を課に昇格させた。

救急隊を１隊（多々良出張所に配置）増隊し、１８隊とした。



 

 
 
 

平成３年 (1991年)

１月 財団法人福岡市防災協会設立

４月 消防吏員６人を増員（定員：消防吏員９８３人、その他の職員１６人）

本部組織を改正し、総務部に職員教養担当課長を新設した。

救急隊を１隊（壱岐出張所に配置）増隊し、１９隊とした。

平成４年 (1992年)

１月 福岡市民防災センター開設

４月 消防吏員７人を増員（定員：消防吏員９９０人、その他の職員１６人）

本部組織を改正し、総務部に職員課を新設した。

南署管内の三宅出張所を南区的場２丁目２６番１号に新築移転。名称を曰佐出張所と改め

る。

５月 救急救命士第１号が誕生し高規格救急車を博多署に配置（７月）

１０月 救急隊を１隊（曰佐出張所に配置）増隊し、２０隊とした。

平成５年 (1993年)

４月 消防吏員６人を増員（定員：消防吏員９９９人、その他の職員１３人）

本部庁舎を中央区舞鶴３丁目９番７号に新築移転

本部組織を改正し、予防部（予防課・指導課）を新設

指令課に「指令管制情報システム」を導入

１２月 高規格救急車２台目運用開始（早良本署）

平成６年 (1994年)

３月 高規格救急車３台目運用開始（東本署）

博多消防署を改修　博多消防署に消防音楽隊訓練室を新設した。

４月 消防署組織を改正し、警備課長、出張所長を隔日勤務とした。

（定員：消防吏員１，００３人、その他の職員９人）

５月 福岡市消防学校に救急訓練室を新設した。

１０月 高規格救急車４台目運用開始（南本署）

平成７年 (1995年)

２月 高規格救急車５台目運用開始（西本署）

４月 博多署管内の雑餉出張所を現在地に改築、名称を那珂南出張所と改める。

７月 高規格救急車６台目運用開始（中央本署）

平成８年 (1996年)

２月 高規格救急車７台目運用開始（城南本署）

３月 大規模広域災害に対応できるように、救助工作車２台、災害対応多目的車、支援車計４台

を配備する。

“あかとんぼ”（アルウェットⅢ型）航空機登録抹消

４月 博多署管内の空港出張所を現在地に改築

水上消防団博多水上分団を解団し、７消防団６４分団とした。



平成９年 (1997年)

３月 高規格救急車８台目運用開始（香椎）

４月 消防ヘリコプター“ほおじろ”（ドーファンⅡ型）が“あかとんぼ”（アルウェットⅢ

型）の後継機として稼働開始する。

救急隊を１隊（空港出張所に配置）増隊し、２１隊とした。

消防吏員３人を増員（定員：消防吏員１，００６人、その他の職員９人）

平成１０年 (1998年)

３月 高規格救急車９台目運用開始（田隈）

４月 東署管内の和白出張所を現在地に改築

「予防業務管理システム」を導入

消防吏員１人を減員（定員：消防吏員１，００５人、その他の職員９人）

初の女性消防団１０９名を採用

消防署の組織を改正し、東、博多、中央署に救急係を新設

７月 「第５回全国女性消防団員活性化福岡大会」を開催

１０月 「第２０回アジア消防長協会総会」を開催 また同時に「アジア防災フェア福岡 '９

８」を開催

平成１１年 (1999年)

３月 高規格救急車１０台目運用開始（大名）

４月 初の女性消防吏員を採用

南、早良署に救急係を新設

消防吏員１人を減員（定員：消防吏員１，００４人、その他の職員９人）

８月 新に女性消防団員１９名を採用（各分団２名づつ、定員１２８名）

１０月 高規格救急車１１台目運用開始（曰佐）

平成１２年 (2000年)

１月 「第８回全国救急隊員シンポジウム」を開催

２月 消防航空隊「３６５日運航体制」を実施

３月 防災センター要員講習棟の開設

高規格救急車１２台目運用開始（姪浜）

高規格救急車１３台目運用開始（上牟田）

４月 城南、西署に救急係を新設（全７署に救急係長を配置）

警防課防災係の廃止（市民局への移管）

消防吏員３名の増員（定員：消防吏員１，００７人、その他の職員９人）

７月 消防ヘリコプター“ほおじろ”にヘリコプターテレビ電送システムを装備

ヘリコプター救急資機材（EMS）を導入

自治体消防発足時（昭和２３年）からほとんど変更がなされていなかった夏の制服を一新

する。

国内で初の地方開催となった「九州・沖縄サミット福岡蔵相会合」において、消防職員延

べ１，３２８名が消防警備に従事する。

９月 福岡市消防局救急隊発足５０周年記念シンポジウムを開催

高規格救急車１４台目運用開始（板付）

１０月 救急隊を１隊（上牟田出張所を２隊体制とした。）増隊し、２２隊とした。



 

平成１３年 (2001年)

２月 博多消防署水上出張所を東区東浜二丁目１番５３号へ移転改築し、東消防署水上出張所と

なる。

３月 高規格救急車１５台目運用開始（和白）

高規格救急車１６台目運用開始（飯倉）

４月 消防吏員６名の増員（定員：消防吏員１，０１３人、その他の職員９人）

７月 「災害に強い地域づくり事業」の開始にともない、各校区で「災害に強い地域づくり講

座」を開催

平成１４年 (2002年)

４月 総務課経理係を総務課財務係へ組織変更

平成１５年 (2003年)

３月 高規格救急車１７台目～１９台目運用開始（多々良・桧原・壱岐）

４月 警防部警防課警防企画係、救急救助課救急指導係及び予防部指導課違反処理係を新設

博多署、中央署予防課に主査（違反処理担当）を新設

各署警備課警防係の消防団担当係員を主査（消防団連絡調整専任）に変更（城南署を除

く）

博多署上牟田出張所の救急隊１隊を博多本署に配置替え

８月 高規格救急車２０台目運用開始（空港）

９月 「救マーク制度」を新設

１０月 高規格救急車２１台目運用開始（博多本署）

平成１６年 (2004年)

３月 高規格救急車２２台目運用開始（西戸崎）

４月 東署予防課に主査（違反処理担当）を新設

　１０月 新博多消防署が竣工

平成１７年 (2005年)

４月 消防吏員４名の増員（定員：１，０１７人、その他の職員８人）

本部組織を改正し、救急救助課（救急係・救急指導係・普及啓発専任）を救急課へ名称変

更し救助係を警防課へ移管。警防課の調査係を予防課へ移管するとともに、警防企画係を

広域対策係へ名称変更。南署予防課に主査（違反処理担当）を新設

５月 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）を救急車以外の消防車両（消防ヘリコプターを含む）に配

置

１０月 早良署管内の早良区東入部七丁目２０番６号に東入部出張所を新築開設

（高規格救急車２３台目運用開始）

１２月 西署管内の西区大字元岡６３３番２に元岡出張所を新築開設

（高規格救急車２４台目運用開始）

平成１８年 (2006年)

４月 指令課を見直し、情報管理課を新設

災害救急指令センターに、災害救急指令センター長（課長級）を新たに配置



平成１８年 (2006年)

１０月 高規格救急車２５台目運用開始（那珂南）

博多本署の救急隊１隊を東署水上出張所に配置替え

荒戸出張所の化学車と高所放水車を大型化学高所放水車へ更新（３点セットから２点セッ

トへ）

平成１９年 (2007年)

３月 東署管内の東区箱崎六丁目５番１２号に箱崎出張所を新築移転

４月 本部組織を改正し、救急課主査（普及啓発専任）を主査（普及啓発担当）に変更。予防課

予防係と防火対策係を統合し予防対策係を新設。指導課に主査（防火管理規制等担当）を

新設

消防署組織を改正し、予防課庶務係を廃止。東、博多及び中央署において指導係を指導第

１係に名称変更し、指導第２係を新設。東、博多、中央及び南署の予防課主査（違反処理

担当）を廃止し、各署の予防課に主査（違反処理等専任）を新設。各署（城南署を除く）

警備課主査（消防団連絡調整専任）を廃止。各署警備課に消防係（毎日勤務）を新設

１２月 東署管内の東区土井一丁目２３番２１号に多々良出張所を新築移転

平成２０年 (2008年)

４月 消防ヘリコプター“ゆりかもめ”を更新

９月 新東消防署が竣工(香椎出張所を廃止)

１１月 高規格救急車２６台目運用開始（堅粕）

平成２１年 (2009年)

５月 玄界島にヘリポートを整備

６月 消防情報メール「ふくしょうめーる」配信開始

１０月 福岡市国際消防救助隊を初めてインドネシア共和国（パダン市）へ派遣

平成２２年 (2010年)

４月 本部組織を改正し、救急課主査（普及啓発担当）を市民啓発係に変更

平成２３年 (2011年)

３月 福岡市国際消防救助隊をニュージーランド（クライストチャーチ）へ派遣

東日本大震災の発生に伴い、福岡県緊急消防援助隊を福島県（航空部隊）及び宮城県（陸

上部隊）へ派遣

４月 消防吏員３名の増員（定員：１，０２７人）

災害救急指令センターを１係から３係に変更

平成２４年 (2012年)

３月 新消防艇「飛龍」運航開始

４月 消防吏員２名の増員（定員：１，０２９人）

高規格救急車２７台目運用開始（消防本部：昼間時間帯・平日出動体制）

７月 九州北部豪雨災害に際し、福岡県消防相互応援協定に基づき職員を八女市へ派遣

平成２５年 (2013年)

２月 大規模災害時の資機材搬送体制を見直し、資機材搬送車と倉庫（博多消防署）を更新整備

福岡市消防旗に関する要綱を定め「消防局旗」を作成

４月 消防本部救急小隊の出動体制を昼間時間帯・３６５日に拡充

１０月 福岡市消防学校校歌を作成



 

平成２６年 (2014年)

４月 消防吏員２名の増員（定員：１，０３１人）

消防本部救急小隊を博多本署へ移管し、出動体制を２４時間・３６５日に拡充

本部組織を改正し、警防部情報管理課に主査（指令システム等整備担当）を新設するとと

もに、予防課主査（防火管理講習等担当）を普及啓発推進係に変更

平成２７年 (2015年)

４月 消防吏員１９名の増員（定員：１，０５０人）

高規格救急車２８台目運用開始（消防本部：昼間時間帯・３６５日出動体制）

福岡市消防救急基金を設立

総務部消防学校を課から部に拡充し、消防学校教育課を整備

警防部情報管理課及び災害救急指令センターを併せ、情報指令部を整備

福岡市民防災センター直営化に伴い、公益財団法人福岡市防災協会を廃止

予防部に査察課を整備し、旧指導課から査察指導係及び違反処理係を移管するとともに、

各消防署の違反処理業務等を本部に集約

７月 消防救急デジタル無線の運用開始

平成２８年 (2016年)

４月 消防吏員４名の増員（定員：１，０５４人）

高規格救急車２９台目運用開始（早良本署に救急隊を１隊増隊：昼間時間帯・３６５日出

動体制）

小型はしご付消防ポンプ自動車２台の運用開始

重機及び重機搬送車の運用開始

総務課に消防広報係を新設

警防部に消防団課を整備し、旧警防課から消防団係を移管するとともに、広域対策係を廃

止

平成２８年熊本地震の発生に伴い、福岡県緊急消防援助隊を熊本県へ派遣

平成２９年 (2017年)

３月 ３月３１日を以って水上消防団浜崎水上分団が解団し、７消防団６３分団に変更

４月 消防吏員２６名の増員（定員：１，０８０人）

５月 産業廃棄物処理場での火災の発生に際し、福岡県消防相互応援協定に基づき職員を嘉麻市

へ派遣

７月 九州北部豪雨災害の発生に伴い、福岡県緊急消防援助隊を大分県へ派遣、また福岡県消防

相互応援協定に基づき職員を朝倉市へ派遣

１１月 福岡都市圏消防共同指令センター運用開始

平成３０年 (2018年)

１月 拠点機能形成車の運用開始

２月 消防ヘリコプター“ほおじろ”を更新

４月 新中央消防署供用開始(大名出張所、荒戸出張所を廃止)

旧中央消防署を平尾出張所として運用開始

警防課機動救助係を新中央消防署内に新設（機動救助隊「ハイパーレスキューＦＵＫＵＯ

ＫＡ」発足）

大分県中津市での土砂災害の発生に伴い、福岡県緊急消防援助隊を大分県へ派遣

７月 平成３０年７月豪雨の発生に伴い、福岡県緊急消防援助隊を広島県へ派遣



 
 

平成３１年 (2019年)

４月 消防吏員９名の増員（定員：１，０８９人）

高規格救急車３０台目運用開始（平尾出張所に救急隊を１隊増隊）

予防課普及啓発係を消防団課へ移管（消防団課支援係及び企画係を整備）

防災センターの予防部への移管

令和元年 　

７月 消防学校で実火災訓練コンテナの運用開始（中央署の実火災訓練室を含め、同年８月に要

綱制定）

９月 大型放水砲搭載ホース延長車、大容量送水ポンプ車及び無人航空機（ドローン）の運用開

始

令和２年 (2020年)

４月 消防吏員１２名の増員（定員：１，１０１人）

高規格救急車３１台目運用開始（博多本署に救急隊を１隊増隊）

救急課に主査（救急需要対策推進担当）の新設

７月 令和２年７月豪雨の発生に伴い、福岡県緊急消防援助隊を熊本県へ派遣

令和３年 (2021年)

４月 消防吏員２名の増員（定員：１，１０３人）

消防航空隊に課長（運航安全管理）を新設

消防航空隊の航空係を航空第１係及び第２係に整備

各消防署指導係を査察指導係に、指導第１係を査察係に、指導第２係を指導係に整備

令和４年 (2022年)

４月 消防吏員８名の増員（定員：１，１１１人）

高規格救急車３２台目運用開始（南本署に救急隊を１隊増隊）

救急課主査（救急需要対策）を救急需要対策係に整備し、機動救急隊を発足

各消防署に副署長を新設

８月 中央署管内の中央区平尾二丁目６番５号に平尾出張所を新築移転

令和５年 (2023年)

２月 福岡市国際消防救助隊をトルコ共和国へ派遣

４月 消防吏員８名の増員（定員：１，１１９人）

高規格救急車３３台目運用開始（東本署に救急隊を１隊増隊）

各消防署の消防係を予防課へ移管

７月 「令和５年７月７日から１０日にかけての大雨」に係る災害に福岡県消防相互応援協定に

基づき職員を久留米市へ派遣

管理課に主査（調査検討）を新設

１０月 消防ヘリコプター“ゆりかもめ”を更新

１１月 福岡都市圏消防共同指令センターに筑紫野太宰府消防本部加入

令和６年 (2024年)

４月 消防吏員１５名の増員（定員：１，１３４人）

高規格救急車３４台目運用開始（城南本署に救急隊を１隊増隊）

管理課に課長（事業推進）を新設し、主査（調査検討）を主査（事業推進）に整備




